
 

 

 

 

１ 採用予定職種，採用予定人数，受験資格 

（（ ）内は，令和８年３月 31 日現在の満年齢） 

 

２ 勤務先 

 

３ 次の各号のいずれかに該当する者は，受験できません。 

(1) 日本の国籍を有しない者 

(2) 拘禁刑以上の刑に処せられ，その執行を終わるまで又はその執行を受けるこ

とがなくなるまでの者 

(3)  公務員として懲戒免職の処分を受け，当該処分の日から２年を経過していな 

い者 

 (4)  日本国憲法施行の日以後において，日本国憲法又はその下に成立した政府を 

暴力で破壊することを主張する政党その他の団体を結成し，又はこれに加入し 

た者 

 

４ 試験の日時等及び試験内容 

 (1) 試験の日時等 

区分 日 時 等 試験地 会 場 

第
一
次
試
験

令和８年１月 25 日（日）

受付開始 ８時 20 分～

試験開始 ９時 00 分～

終了予定 12 時 15 分 

和泊町 
和泊町役場  

（鹿児島県大島郡和泊町和泊 10）

鹿児島市 
マリンパレスかごしま 

（鹿児島市与次郎２丁目８-８） 

第
二
次

試
験 

令和８年３月１日（日） 

＊第一次試験合格者について

行います。 

和泊町 
和泊町役場内 

＊鹿児島市での実施はありません。 

 

採用予定 

職種 

採用予定 

人数 
受 験 資 格 

一般事務職 １名 

① 昭和 60 年４月２日（40 歳）以降に生まれた者 

② 学校教育法に基づく高等学校(同等の資格を得られ

る学校等を含む。)の卒業者 

③ 民間企業等における職務経験（会社員，団体職員，

自営業者等）が３年以上ある者。ただし，在学中のア

ルバイト等は該当しない。 

一般事務職 
沖永良部バス企業団採用ですが，概ね３年程度は和泊町役

場に勤務し，その後，沖永良部バス企業団事務所勤務 

令和７年度沖永良部バス企業団職員採用試験



(2) 試験内容 

【第一次試験】 

職 種 試験及び検査名 内 容 

 

 

一般事務職 

 

職務能力試験 

（60 分） 

地方行政への関心と理解，事務を円滑に遂

行する能力，論理的思考，資料分析，社会

情勢への理解に対応する能力を問う問題に

ついて，択一式により行います。 

事務適性検査 

（10 分） 

事務職員としての適応性を正確さ，迅速さ

等の作業能力の面からみます。 

 

【第二次試験】 

職 種 試験及び検査名 内 容 

 

一般事務職 

作文試験 

（60 分） 

表現力，構成力，課題に対する理解等につい

て，記述式により行います。 

口述試験 

（25 分） 

個別面接により行います。 

 

５ 受験手続 

(1) 提出書類 

  ア 受験申込書 

自筆で記入し，３か月以内に帽子をつけない正面上半身を撮影した写真 

（縦４cm×横３cm）が貼ってあること。（２か所に貼るところがあります。） 

  イ 資格証明書等 

    最終学校の卒業証明書（原本）・卒業証書の写し・卒業見込証明書(原本) 

のいずれか 

 

  ＊ 受験申込書等は，役場総務課において配布します。 

また，和泊町ホームページからもダウンロードすることができます。 

＊「電子申請」による申し込みも可能です。詳しくは和泊町ホームページ「採用 

について」を御覧ください。 

＊ 受験票が，1月 16 日（金）までに到着しない場合は，下記担当へ連絡してく 

ださい。 

 

(2) 手続書類提出，問合せ先 

    〒891-9192 

     鹿児島県大島郡和泊町和泊 10 番地 

     和泊町役場総務課人事係  

     ℡ 0997-84-3511(内線 212) 

 

 



６ 受付期間及び時間 

受付期間 令和７年 12 月 25 日（木）まで 

受付時間 ８時 30 分から 17 時 15 分まで（土・日・祝日を除く。） 

＊郵送の場合は，12 月 25 日（木）必着 

 

７ 合格発表 

発 表 日（予 定） 発 表 方 法 

第一次試験 
令和８年 

２月上旬予定 

役場掲示板に合格者の受験番号を掲示する

ほか，受験者には文書で通知します。また，

合格発表日の 13 時以降に和泊町のホーム

ページに合格者の受験番号を掲載します。
最終合格発表 

令和８年 

３月中旬予定 

 

８ 合格・採用等 

(1) 最終合格者は，採用候補者名簿に登載され，その中から採用者を決定するこ 

ととなります。採用は，原則として令和８年４月１日付けですが，採用候補者

名簿に登載された者が全員採用されるとは限りません。 

(2) 採用候補者名簿の有効期間は，原則として１年間です。 

(3) 最終合格後，受験資格に該当しないことが明らかになった場合又は令和８年 

３月末日までに必要な資格・免許を取得できなかった場合は，合格は取消しと 

なります。 

(4) 人事管理の状況により，他部門へ登用される場合があります。 

 (5) 合格者本人の同意を得て，令和８年４月１日以前に採用することがあります。 

 

９ 給与・勤務条件等 

 (1) 給与 

和泊町職員の給与に関する条例等に基づき支給されます。令和７年４月１日 

に適用されている現行条例では，基準となる給料月額は高校卒 200,300 円です。

なお，職務経歴等のある場合には，一定の基準で加算されます。また，給料の

ほか，通勤手当，住居手当，時間外勤務手当，期末・勤勉手当等がそれぞれの

支給条件に応じて支給されます。 

  (2)  勤務条件等 

    勤務時間は，原則１日７時間 45 分，週 38 時間 45 分です。また，年次有給 

休暇や特別休暇等があります。 

 

10 その他 

 (1)  鹿児島空港⇔沖永良部空港間の株主優待割引券の交付について 

第２次試験受験者（第１次試験合格者）を対象に，離島割引カードを所持し

ていない島外に在住する受験者のうち希望者には，鹿児島空港⇔沖永良部空港

間の日本エアコミューター株主優待券（往復分）を交付します。希望者は，和

泊町役場総務課まで直接お電話で御連絡ください。 



(2) 和泊町会場受験者は台風接近等の気象条件により，交通機関が不通になる場

合がありますので，余裕を持って来島され，試験時間に遅れないようにしてく

ださい。（試験開始後１時間までに入室できない場合は，受験できません。）   


